
住所

氏名

生年
月日

氏名
生年
月日

４５０円

３５０円

※通常は、本籍・筆頭者・在外選挙登録地は省略されます。記載が必要な場合はﾁｪｯｸしてください➝□

３５０円

３５０円

　　　　 亡くなった方の　　 □死亡の記載があるもの（死亡日：「　　　　　　年　　　　月　　　　日」）

　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　

　●申請者の身分証明書（官公署が発行したもの（運転免許証、マイナンバーカード等））の

　　コピーを同封してください。（パスポート不可、マイナンバーカードの場合は表面のみ）

　●善通寺市にある戸籍で続柄が確認できない場合は、続柄が分かる戸籍謄本のコピーを

　　同封してください。 ※戸籍の附票を請求する場合のみ

□「　　　　　　　　　　　」から「　　　　　　　　　　」までのもの（　　　　セット）

□出生から死亡までのもの（　　　　　セット）

誰の証明が必要です
か（必要な方）

　　＜注意＞

改製原戸籍

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　通

□　その他：「　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」

戸籍個人事項証明（戸籍抄本）
<一部の方（必要な方）だけが載っているもの>

戸籍全部事項証明（戸籍謄本）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　通　　　　　　　　　　　　通

独身証明書（申請者本人に限る）

　　　　　　　　　　　　　　　　通

　　　　　　　　　　　　　　　　通

令和　　　　年　　　　月　　　　日

使
用
目
的

　手数料として、定額小為替（郵便局で購入できます）「　　　　　　」円と、返信用封筒（宛先の住所、氏名を

記入し、「　　　　」円切手を貼ったもの）を同封します。　　※返信先は申請者の現住所に限ります。

□　相続手続き（被相続人：「　　　　　　　　　　　　　　　　」[続柄：夫・妻・父・母・その他（　　　　　　　）]）

申
請
を
す
る
方

　　　　　　　　　　　　通

　　　　　　　　　　　　通

　　　　　　　　　　　　通

<全員の方が載っているもの>

必
要
な
証
明
書
の
種
類

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　通戸籍（現在）

除籍

本人 ・ 夫 ・ 妻 ・ 子 ・ 父 ・ 母 ・ その他（　　　  　　）

戸籍謄本等交付申請書（郵送用）

　下記のものを送付してください。

最近２週間以内に戸籍の届出をした
方は記入してください。

□　パスポート申請のため　　　　□戸籍届出のため　　　　□年金手続きのため

令和　　　　年　　　　月　　　　日　　「　　　　　　　　　　　」市区町村に届出

出生・死亡・婚姻・離婚・その他（　　　　　　　　　　）

提出先

年　　　　月　　　　日

善通寺市長　宛

手数料
（１通）

７５０円

必要な方
との続柄

年　　　　月　　　　日　 電話番号（平日昼間に
連絡可能なもの）

―　　　　　　　―

身分証明書（申請者本人に限る）

必
要
な
戸
籍

本籍（善通寺市のもの）
※地番までご記入ください。

筆頭者（戸籍の最初に載っている方）
※死亡しても変わりません。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　通

戸籍の附票 ※必要な住所：「　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」

替
切



住所

氏名

生年
月日

氏名
生年
月日

４５０円

３５０円

※通常は、本籍・筆頭者・在外選挙登録地は省略されます。記載が必要な場合はﾁｪｯｸしてください➝□

３５０円

３５０円

　　　　 亡くなった方の　　 □死亡の記載があるもの（死亡日：「　　　　　　年　　　　月　　　　日」）

　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　

　●申請者の身分証明書（官公署が発行したもの（運転免許証、マイナンバーカード等））の

　　コピーを同封してください。（パスポート不可、マイナンバーカードの場合は表面のみ）

　●善通寺市にある戸籍で続柄が確認できない場合は、続柄が分かる戸籍謄本のコピーを

　　同封してください。 ※戸籍の附票を請求する場合のみ

戸籍謄本等交付申請書（郵送用）【記入例】
善通寺市長　宛

　下記のものを送付してください。 令和　　　　年　　　　月　　　　日

誰の証明が必要です
か（必要な方）

年　　　　月　　　　日

申
請
を
す
る
方

必要な方
との続柄

本人 ・ 夫 ・ 妻 ・ 子 ・ 父 ・ 母 ・ その他（　　　  　　）

年　　　　月　　　　日　 電話番号（平日昼間に
連絡可能なもの）

―　　　　　　　―

必
要
な
戸
籍

本籍（善通寺市のもの）
※地番までご記入ください。

筆頭者（戸籍の最初に載っている方）
※死亡しても変わりません。

手数料
（１通）<全員の方が載っているもの> <一部の方（必要な方）だけが載っているもの>

戸籍（現在） 　　　　　　　　　　　　通 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　通

身分証明書（申請者本人に限る） 　　　　　　　　　　　　　　　　通

必
要
な
証
明
書
の
種
類

戸籍全部事項証明（戸籍謄本） 戸籍個人事項証明（戸籍抄本）

独身証明書（申請者本人に限る） 　　　　　　　　　　　　　　　　通

７５０円
改製原戸籍 　　　　　　　　　　　　通 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　通

※必要な住所：「　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」戸籍の附票

除籍 　　　　　　　　　　　　通 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　通

　　　　　　　　　　　　通 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　通

　　＜注意＞

提出先

最近２週間以内に戸籍の届出をした
方は記入してください。

令和　　　　年　　　　月　　　　日　　「　　　　　　　　　　　」市区町村に届出

出生・死亡・婚姻・離婚・その他（　　　　　　　　　　）

　手数料として、定額小為替（郵便局で購入できます）「　　　　　　」円と、返信用封筒（宛先の住所、氏名を

使
用
目
的

□　パスポート申請のため　　　　□戸籍届出のため　　　　□年金手続きのため

□　相続手続き（被相続人：「　　　　　　　　　　　　　　　　」[続柄：夫・妻・父・母・その他（　　　　　　　）]）

□出生から死亡までのもの（　　　　　　セット）

記入し、「　　　　」円切手を貼ったもの）を同封します。　　※返信先は申請者の現住所に限ります。

□「　　　　　　　　　　　」から「　　　　　　　　　　」までのもの（　　　　セット）

□　その他：「　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」

替
切
計

手数料の不足等あれば、市役所市
民課からお電話をさせていただく
ため、必ず平日昼間に連絡可能な
電話番号をご記入ください。

本籍・筆頭者が確認できない
と戸籍が発行できませんので、
必ず記入してください。

抄本（個人事項証明書）が
必要な場合は、誰のものが
必要か必ずご記入ください。

必要な住所をで
きるだけ詳しく
ご記入ください。

善通寺市以外の役所で届出られた場合、届書が郵送
されてからの戸籍記載となります。戸籍に届出の内
容が反映される前に交付申請をされた場合は、戸籍
の記載が完了次第、送付させていただきます。


